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沖縄県警察本部

平成30年3月6日付けで請求のあった公文書の開示については、 沖縄県情報公
条第1項により、 次のとおり公文書の一部を開示することを決定したので、 通知

1 平成30年1月16日付で那覇地方裁判所に て沖縄県警が被告となり 、 三宅
開示請求 者が | 俊司弁護士に30万円の慰謝料の支払いをするように判決を受けた。 その支
請 求した内容 | 払いがあれば全て の公文書を 開示して、 予定であれば、 その内容を公文書

とし て 開示下さい

書文
示

公
表の

1L
 

警察本部長が | ① 起案用紙(平成30年1月22日付け「損害賠償請求事件の控訴に伴う議
特定した公文 | 案提出について(案)J ) 
書の件名 |② 起案用紙(平成30年1月22日付け「損害賠償請求事件(平成28年(ワ)

第 893号)に係る控訴について(案)J ) 
③ 支出調書(平成29年度、 支出命令番号0784201)
④ 予算執行伺い(平成30年2月8日起案、 「損害賠償請求事件の賠償金

支払い の予算執行についてJ ) 
⑤ FAX送信状(2018年1月31日付け)
⑥ 支出負担行為書(平成29年度、 支出負担行為番号07842)

分時)午日月平成 30 年開示を実施する日時2 

開示を実施する場所3 

の開示を希望する場合は、 同

別紙のとおり

別紙のとおり

開示をしない部分

5 開示しないこと とする
根拠規定及び当該規定を
適用する理由

6 沖 縄県情報公開条例第
14条第2項に該当する場

合 の公文書の開示をする
ことができる時期

4 

警務部監察課
電話番号(098) 862-0110 

事務担当所属7 

備考

(教示 )
1 この決定に不服がある場合には この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内

に沖縄県公安委員会に対して審査請求をすることができます (この決定があったことを知った日の翌
日から起算して3箇月以内であっても 、 この決定 の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。)。
2 この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、 沖縄県を被告として (訴訟に

いて沖縄県を代表する者は、 沖縄県公安委員会 となります。)、 処分の取消しの訴えを提起すること
ができます (この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、 この決定

の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま
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す。):ただし、上記1の審査請求をした場合穏丁晋該審1査請求に対する裁決があったこ―とを知つた
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できま争
2 1指定された日時では都合が悪ぃ場合は―tあなかじめ

―
属まで連絡ください。




